




































































































４８ 

以下では，被審人らが課徴金の算定対象となる商品に該当しないと

主張する特定ユーザーにつき，検討する。 

(ｱ) 《事業者２》 

被審人らは，《事業者２》に関する小部会を開いておらず，具体

的な値上げ幅等について情報交換も行っていなかったとして，《事

業者２》に対する売上額は，課徴金の計算の基礎から除外すべきで

あると主張する。 

しかし，１０月３１日５社会において特定ユーザーとしてリスト

アップされていた「《略称１》」との記載をもって，《事業者１》

のみならず，同社向け段ボールケースを取り扱っていた《事業者

２》も本件合意の対象に含まれていたものと認められることは，前

記１ エで説示したとおりである。この点，被審人らを出席者とす

る《事業者２》独自の小部会が開催されていなかったとしても，被

審人らは，《事業者２》を介して《事業者１》と交渉していたもの

とみられ（《Ａ２》参考人速記録〔１３頁〕），前記１ エのとお

り，被審人らが出席した５社会において，「《略称１》」の値上げ

に関して，《事業者２》に対する値上げ交渉の状況についても報告

されていたのであり，実際，かかる値上げ交渉の結果，《事業者

１》向け段ボールケースは，《事業者２》を通じた取引の分も含め

て同じ値上げ幅で値上げが実現していたことからすれば，《事業者

２》を通じた取引のみ本件合意による相互拘束から除外されていた

ことを示す特段の事情があるとは認められない。 

なお，被審人トーモクは，《事業者２》の交渉担当部署が東日本

地区にないと主張するが，東日本地区を地理的範囲とする関連事件

合意とは異なり，本件合意は，全国規模で営業活動を行う大手の段

ボールメーカーで占められる本件５社のみの間で東段工の会合とは

別の機会に取り交わされたものであって，その対象となる地理的範

囲が東日本地区に限定されていたというべき事情は認められないか

ら，《事業者２》の交渉担当部署が東日本地区外にあることをもっ

て同社向け段ボールケースが本件合意の対象から除外されていたと

認めることはできない。 












































































